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一般国道の直轄区間の見直しに係る

個別協議の状況に関する確認事項

国土交通省

神 奈 川 県

一般国道の直轄区間の見直しについては、地方分権改革推進要綱（第１次 （平成20年6）

月20日地方分権改革推進本部決定）に基づき、進めております。

今般、国土交通省と神奈川県双方において、

①一般国道の直轄区間の移管に伴い、その整備や修繕に必要な財源の移譲や人員確保の

仕組みが構築されること

②一般国道の移管の時期については、事業中の箇所があること等を踏まえ、今後、適切

な時期を協議すること

を前提に、一般国道の直轄区間の見直しに関する個別協議の現時点における状況について

下記の通り確認いたします。

記

１．道 路

（１）移管する方向で今後更に調整を進めていくもの

①早期の移管が可能と見込まれるもの

路線番号 起点 終点 延長 km 備考（ ）

新湘南ﾊﾞｲﾊﾟｽ(側道)１号 藤沢市城南 茅ヶ崎市赤羽根 ４

１号 中郡大磯町大磯 小田原市風祭 20 西湘ﾊﾞｲﾊﾟｽ現道

小田原箱根道路現道１号 小田原市風祭 足柄下郡箱根町湯本 ２

横浜横須賀道路現道１６号 横須賀市走水 横浜市境 15

八王子ﾊﾞｲﾊﾟｽ現道１６号 相模原市橋本 東京都境 １

合計 41

（四捨五入の関係で計が合わない）



②一定期間後（整備後等）に移管が可能と見込まれるもの

路線番号 起点 終点 延長 km 備考（ ）

新湘南ﾊﾞｲﾊﾟｽ現道１号 藤沢市城南 中郡大磯町大磯 13

合計 13

※直轄国道のネットワーク機能を確保する観点から、バイパスの現道区間につい

ては、バイパス供用後の移管が適切であるという国土交通省の考え方を踏まえ、

上記区間は、新湘南バイパスの全線供用後に移管する。

（２）移管の可能性について引き続き協議するもの

路線番号 起点 終点 延長 km 備考（ ）

20号 東京都境 山梨県境 14

246号 横浜市境 静岡県境 53

合計 67

以上。
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